
新潟県地域医療構想の
今後の進め方について



１．地域医療構想とは

２．地域医療構想が必要な理由「その１」
～医師の働き方改革への対応～

３．地域医療構想が必要な理由「その２」
～人口構造と入院医療ニーズの変化への対応～

４．何もしないとどうなるのか･･･

５．地域医療構想のねらい
～「医師の働き方改革」と「人口構造と入院医療ニーズの変化」

に対応するために～

６．地域包括ケアを支える体制について

７．総合診療医の育成

８．実現に向けて
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１．地域医療構想とは
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病院 診療所

○ 内容・ねらい：今後の人口減少等への対応を見据え、現在の「入院医療」体制を
再構築するもの

○ 検 討 対 象：病院等の入院病床

病院 診療所

名称 ■■病院 など
▲▲クリニック、
◆◆医院 など

外来医療 ○ ○

入院医療 ○ ×

地域医療構想（医療再編等）の検討対象

※診療所の中の、出産を取
り扱う産科クリニックなど
のような入院医療を提供す
る「有床診療所」は地域医
療構想の対象

現在の入院医療体制のままでは、何が問題になるのか？

→次ページ以降でご説明します

地域医療構想（医療再編等）とは
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２．地域医療構想が必要な理由「その１」

～医師の働き方改革への対応～
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○ 医師の長時間労働を抜本的に解消するため、2024年度以降、時間外労働の上限を
原則：年間960時間（週の労働時間：60時間）以内へ

病院勤務医の週勤務時間の区分別割合
病院勤務医の約４割が労働
時間を３分の２～半分以下

にする必要

医師の働き方改革（医師の時間外労働の上限規制）とは
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原則として
週60時間以内に短縮

※厚生労働省第９回医師の働き方改革に関する検討会（H30.9.3）資料４を基に作成

※例外的に年間1860時間以内まで認められる場合あり



地域医療構想の必要性「その１」 ～医師の働き方改革への対応～

○ 医師が４人以上いない診療科では、2024年度以降、休日・夜間（時間外）の診
療体制（＝救急体制）を確保することができなくなる

A病院 B病院 C病院

●●●科 ●●●科 ●●●科

休日・夜間に医師を配置できなくなる
休日・夜間に１名の医師を

配置することができる
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※ただし、４名の医師がそれぞれ年間1860
時間（月155時間）程度の時間外勤務に従
事することが必要

（４人） （３人） （２人）

（さらなる集約化も必要？）

それでも
激務！



３．地域医療構想が必要な理由「その２」

～人口構造と入院医療ニーズの変化への対応～
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出典：新潟県統計課「人口時系列データ」、 社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

○ 既に「０～14歳」、「15～64歳」は減少
○ 「65～74歳」は今後減少
○ 後期高齢者「75歳以上」の割合は増加が続く

65～74歳人口の割合は横ばい

人口減少と後期高齢者の増加は確実に起こる未来（新潟県の将来推計人口）

75歳以上人口の割合は
増加が続く
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（万人）

推計値実績値



○ 今後の入院ニーズの多くは後期高齢者
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年齢階級別の推計入院患者数（一般病床）

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

資料：平成29年患者調査（厚生労働省）、社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

75歳未満の入院
ニーズは減少

入院ニーズの多く
は後期高齢者に

地域医療構想の必要性「その２」 ～人口構造と入院医療ニーズの変化への対応～
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（千人）

入院患者の６割程度は後期高齢者となる見込み



〇 後期高齢者の増加に伴い、大きく増える疾患（肺炎、骨折等）
〇 75歳未満の減少に伴い、増えない疾患
〇 それぞれ２つの「入院医療ニーズの変化」に対応する必要

資料：平成29年患者調査（厚生労働省）、社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」
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肺炎等

がん
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後期高齢者に多く見られる
「肺炎」等の入院ニーズは

大きく増える

一方で、専門的な手術を要する
「がん」など、それほど入院
ニーズが増えず、減少していく
疾患もある

地域医療構想の必要性「その２」 ～人口構造と入院医療ニーズの変化への対応～



４．何もしないとどうなるのか･･･
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○ 人的資源（医師等）が分散し、救急車の受け入れ縮小・困難となるおそれ

（※病院や病床が近くにたくさんあっても、それが機能していなければ意味がありません）

夜間の救急

いずれの病院でも必要十分な医療提供（特に救急医療）ができなくなるおそれ･･･

いま、何もしないと･･･①
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別の患者に対応中で、
受け入れできません･･･

休日・夜間は受け入れ
できません･･･

休日・夜間は受け入れ
できません･･･

病院はあるけど、受入
先が決まらない･･･
隣りの圏域まで行かな
いと･･･



A病院

B病院

C病院

○ 高度・専門的な治療の対象患者は減少 → それぞれの病院の症例数（手術等）が減少

⇒①医療の質低下
⇒②若手医師にとっての研修先や勤務先としての魅力が低下し、若い医師が集ま
りにくくなる

若手医師

症例数

症例数

症例数

新潟県 症例数
都会の病院

いま、何もしないと･･･②
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以前に比べて、症例数
が減ってきたなあ･･･

なかなか経験を積む
機会がないなあ･･･

もっと症例数の
多い病院で学び

たいな･･･

やっぱり都会の病院
に行こうかな…

医療の質低下 若手医師流出



いま、何もしないと･･･③

入院医療ニーズの変化
症例数（手術等）↓

医師の働き方改革に

対応しなければならない 地域内の医療の量↓ ⇒ 質↓

若い医師↓
地域内の医師数↓

必要な時に必要な医療を

受けられなくなる

○ どこかで流れを変えないと、抜け出せなくなります

地域内で受けられる
医療の量や質が低下
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人口減少、後期高齢者の増加



５．地域医療構想のねらい

「医師の働き方改革」と
「人口構造と入院医療ニーズの変化」

に対応するために
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何をしなければならないのか
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➢ 「医師の働き方改革」 と「人口構造と入院医療ニーズの変
化」の両者に対応しながら、医療の質を確保・向上してい
くためには、医療資源（医師等）の効果的・効率的な活用
がこれまでよりも一層重要になります

➢ 今回の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえると、医
療資源（医師等）が充実し対応力の大きい病院を地域の中
に残していくことが重要になります



地域医療構想の必要性を踏まえた整理

○ 圏域ごとに特定の病院に医師等を集約し、「手術」や「救急」に確実に対応

〇 それ以外の病院では、役割を見直す
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●●●科

□□□科

△△△科

▼▼▼科

◇◇◇科

●●●科

□□□科

△△△科

▼▼▼科

◇◇◇科

●●●科

□□□科

△△△科

▼▼▼科

◇◇◇科

●●●科

□□□科

△△△科

▼▼▼科

◇◇◇科

●●●科

□□□科

△△△科

▼▼▼科

◇◇◇科

●●●科

□□□科

△△△科

▼▼▼科

◇◇◇科

こ
れ
ま
で
の
体
制

将
来
の
体
制

「手術」や「救急」に確実
に対応するため体制強化が

必要ではないか？

増加する後期高齢者の入院
ニーズを担うなど、役割の
見直しが必要ではないか？

A病院 B病院 C病院



今後の方向性

＜基本的な考え方＞

○ 専門的医療から在宅医療まで、関係機関の役割分担と切れ目のない連携により、患者に必
要な医療が地域全体で一体的に提供される体制を構築

○ 入院医療として、各圏域内で「二次救急医療」と「需要の多い手術」が過不足なく提供さ
れ、さらに、より高度な救急医療や手術が必要な場合には、それらに対応できる医療機関
への円滑なアクセスが確保されている体制を構築

以下の病院等を配置し、まずは「地域で高度な医療を支える柱となる病院」
に医療資源（医師等）を集中的に配備することとしてはどうか

① 地域で高度な医療を支える柱となる病院

高度・専門的な手術、脳卒中、急性心筋梗塞
などに対応することができ、救急車を断らな
い病院

②地域包括ケアシステムを支える医療機関

今後ニーズの増加が見込まれる疾患（心不
全、肺炎、尿路感染症等）を中心に担い、地
域の患者の支えとなる医療機関
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＜各病院の役割の基本的なイメージ＞

地域で高度な
医療を支える
柱となる病院

地域包括ケアシステムを
支える医療機関

救急拠点型 地域密着型

脳卒中・急性心筋梗塞等の高度・
専門的な治療、手術機能

重症患者の救急受入れ機能

休日・夜間の救急受入れ機能

サブアキュート機能（軽・中等症
患者の救急受入れ機能）

在宅医療の後方支援機能（かかり
つけ患者の救急受入れ機能等）

ポストアキュート機能（長期急性
期患者や回復期患者の受入れ、治
療機能）

※ 上記以外の機能の役割分担については、別途検討する必要がある。 19



地域医療構想の実現に向けた医療提供体制の方向性（イメージ）

肺炎など脳梗塞など風邪など

○ 「地域で高度な医療を支える柱となる病院」の体制が強化され、専門的な手術や
救急で入院が必要になった時に、構想区域内で質の高い医療を提供

○ ニーズの多い入院（後期高齢者等）については、地域包括ケアシステムを支える
医療機関が対応

地域で高度な医療
を支える柱となる

病院

応援・派遣

外来も可
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応援・派遣

ニーズの多い
入院を受け入れ

専門的な手術が必要な
入院を受け入れ

地域包括ケアシス
テムを支える医療

機関

ニーズの多い
入院を受け入れ

地域包括ケアシス
テムを支える医療

機関



いま、手を打てば

医療資源（医師等）の

配備が最適化される

症例数（手術等）↑

医師の働き方改革に対応した

良好な勤務環境を確保できる

必要な時に必要な

医療を受けられる

専門的な手術や

救急機能↑

地域内の医師数↑

地域内の医療の量↑

若い医師↑

○ いま手を打てば、流れを変えることができます

地域内で受けられる
医療の量や質が向上

地域内の医療の質↑
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６．地域包括ケアシステムを
支える体制について
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地域全体で支える医療

○ 患者の状態に応じて、必要な医療を受けられる体制

○ ひとつの病院で入院を完結するのではなく、地域全体で患者を支える体制

地域で高度な医療を
支える柱となる病院

地域包括ケアシステム
を支える医療機関

「高度な手術等が必要なとき」や
「休日・夜間の救急搬送」では
遠くの病院に入院することも

「手術等が終わり状態が安定したとき」や
「救急搬送後に高度な治療の必要がなかったとき」

には自宅等の近くの病院等に転院

必要な治療等を
受けた後、退院

23



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。

地域包括ケアシステムの構築

24



医療

入院
高度急性期

急性期

回復期

慢性期

在宅等 施設
介護施設

居住系
居宅外来

医療を受ける場所について

地域医療構想

地域包括ケア

25



地域包括ケア病棟に代表されるような機能を担うにあたっての課題

○ 「地域包括ケアシステムを支える医療機関」においては、区域によって程度の差はあるものの、軽症急性
期や急性期経過後の受け入れ・退院支援、在宅医療機能などを中心に担うことが想定される。

○ これらの地域包括ケア病棟に代表されるような機能を担うにあたっては、以下のような課題への対応が必
要と考えられる。

＜人材＞
➢ 地域包括ケア、総合的な診療（後期高齢者を中心とする誤嚥性肺炎、尿路感染症、心不全急性増悪等）、

在宅復帰に向けた医療等を中心的に担う医師や看護師についての課題
（例）
・従来のキャリアパスや医局派遣において必ずしも典型的ではないこれらの医師の確保・育成をどのよ

うに行うのか（総合的な診療能力の獲得を含む）
・これらの診療を継続する上でのモチベーション維持、必要なスキルアップをどのように考えるか
・このようなニーズの高い診療の社会的・医学的価値をどのように高めるか

＜マネジメント＞
➢ 経営的な持続可能性や収支の安定のための経営モデルの確立をどのように考えるか
➢ 経営層のマネジメント意識の向上やリーダーシップの醸成をどのように考えるか

＜診療体系・診療連携＞
➢ 退院先（介護施設等（特に介護医療院）との連携）をどのように確保していくか
➢ 救急患者の受入をどの程度行えるのか（かかりつけ患者のみ、在宅患者の急変時対応、特に休日・夜間

の対応（宿日直基準を満たすには休日・夜間の対応は困難ではないか）など）

地域包括ケア病棟に代表されるような機能を担う医療機関のモデルとして、先行事例の運営手法や取組を参
考にできないか。
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７．総合診療医の育成
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総合的な診療能力を持つ医師養成等に係る新潟県と新潟大学との協定締結について

○将来の人口構造の変化に伴う医療需要の変化等に対応し、県内のどこに住んでいても、安心して
医療を受けられる環境づくりを進めるためには、今後、総合的な診療を中心的に担う医師を確保
していくことが一層必要。
県と新潟大学医学部が連携して、総合的な診療能力を持つ医師の卒前からの養成等に取り組む
ため協定を締結

新潟県 新潟大学医学部

総合的な診療能力を持

つ医師の卒前からの養

成や確保等

・総合診療医等の確保に向け県外へ

の新大の取組の情報発信

・総合診療医の魅力等を伝える専門

研修プログラム説明会の開催 等

・医学生に対する総合診療に係る教育等の実施
・医師に対する魅力的な総合診療医プログラムの提供
・各領域別診療科の専門医の総合的な診療能力取得の
支援 等

地域枠医師などの総合

的な診療能力の取得

・地域枠医師等の配置先について配

慮

・地域枠学生・医師等に対する教育及びキャリア形成

の支援等

医療情報の提供・活用 ・県内の各種医療統計情報等を新大

医学部へ提供

・医療統計情報等を教育現場等で活用

１ 協定締結の目的

２ 両者の役割等
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総合的な診療能力を持つ医師の養成・確保の必要性等

○新潟県地域医療構想を進めていくためには、「地域包括ケアシステムを支える医療機
関」における総合的な診療能力を持つ医師等の養成・確保が必要である。

（参考）専門研修制度における総合診療医の育成状況等
・新たな専門研修（H30～）では、臨床研修後に９割超の医師が専攻医取得を目指し
ている。

・一方、総合診療科を選択する医師は限られており、地域の医療ニーズとの乖離が生
じている。
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（参考資料） 新潟大学医学部の総合診療医育成の取組概要（取組イメージ図）

厚生労働省の「総合的な診療能力を持つ医師の養成推進事業」(R2新規)を受託
＜事業要件（大学が持つ機能等）＞
①教員、指導医等の派遣等を通じ、都道府県域を横断した総合診療研修施設間の広域ネットワー
クの構築

②地域枠学生に限らず全医学生に対する総合診療医の授業・実習をコーディネート・実施
③総合診療医を希望する地域枠医学生等の選考時から卒後のキャリア支援までの一貫した指導等

（新潟大学ホームページより）
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総合的な診療能力を有する医師の確保・育成に向けて

新潟県と新潟大学医学部の「総合的な診療能力を持つ医師の養成・確保に向けた協定」締結

○協定締結日 令和３年１月19日（火）
○調印式の参加者

・新潟県 花角知事
・新潟大学医学部 新潟大学医学部長 染矢 俊幸 氏
・新潟大学医学部医学科 総合診療学講座 特任教授 上村 顕也 氏
・新潟大学医学部医歯学総合研究科 新潟地域医療学講座 特任教授 井口 清太郎 氏

○協定の目的
将来の人口構造の変化に伴う医療需要の変化等に対応し、

県内のどこに住んでいても、安心して医療を受けられる環境
づくりを進めるためには、今後、総合的な診療を中心的に担
う医師を確保していくことが、より求められていることから、
県及び新潟大学医学部は連携して、総合的な診療能力を持つ
医師の卒前からの養成等に取り組む。

○協定の内容
・総合的な診療を中心的に担う医師の卒前からの養成等に

ついて相互に協力する。
・県は、地域枠など修学資金貸与医師が、地域で

求められる総合的な診療能力が取得できるよう、
配置等において配慮する。

・新潟大学医学部は、県と協力の上、地域枠など
修学資金貸与医師が、総合的な診療能力を取得
できるよう、必要な教育及びキャリア形成の支
援する。 33



８．実現に向けて
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実現に向けて

行政

リーダーシップ

大学

医師養成（配置）

病院

経営方針の見直し

県民

医療についての理解

○ 行政・大学・病院が協働して、体制づくりに取り組んでいきます

○ 県民一人ひとりの医療や医師に対する意識改革も必要になります
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